
山形県内の中小企業・小規模事業者等が実施する国内外の展示会・商談
会等の出展に要する経費に対して補助金を交付します。

◆補助条件

※詳細は補助事業の手引きをご確認ください。
※本補助金への申請は、１事業者あたり１回に限ります。

補助対象者 県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等

補助対象事業

①国内で開催される展示会・商談会等に出展し、自社の
製品・サービス等の販路開拓・拡大に取組む事業

②国外で開催される展示会・商談会等に出展し、自社の
製品・サービス等の販路開拓・拡大に取組む事業

補助率 １／２

補助上限額
①国内で開催される展示会・商談会等：30万円

②国外で開催される展示会・商談会等：50万円

補助対象経費
出展料、ブース装飾費、備品レンタル費、旅費、輸送費、
通訳費（通訳費は国外のみ）

事業実施期間 交付決定日から令和９年２月14日（日）まで

◆申請期間

令和８年４月１日（水）～令和９年１月２９日（金）
※先着順とし、予算上限に達した場合は、申請期間終了前に募集を終了します。

◆補助事業の手引き・申請様式
県ホームページ
（https://www.pref.yamagata.jp/110013/sangyo/shokogyo/shinko/marusapo.html）

◆問合せ・提出先
山形県産業労働部商業振興・経営支援課経営支援係
〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号
TEL: 023-630-2354
E-mail: yshoshin@pref.yamagata.jp

中小企業まるっとサポート補助金
（販路開拓支援事業・展示会等出展支援型）

募集案内

～展示会・商談会等の出展を支援します～
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